
 1 

                入  札  公  告 

 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

平成３０年１２月 ４日 

 

                     契約者 

                      公益財団法人 大阪タクシーセンター 

                      会  長   藤  原  敏  正 

 

                  記 

１ 調達内容 

 (1) 件  名   タクシー乗場における案内業務等委託 

 (2) 仕 様 等   入札説明書等による 

 (3) 履行期間   平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 (4) 履行場所   契約者が指定する場所 

２ 競争参加資格 

 (1) 次のア、イ、及びウに該当しない者であること。 

  ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為 

   能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

  イ 下記各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後２年間を経過していない 

   者。代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 

    (ｱ)  契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 

     数量に関して不正の行為をした者 

    (ｲ) 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るた 

     めに連合した者 

    (ｳ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者 

    (ｴ) 監督又は検査に際し職務の執行を妨げた者 

    (ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  ウ 会社更生法（平成 14年法律代 154号）に基づき更正手続開始の申立をした者、又は民事 

   再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立をした者。ただし、更正 

   手続又は再生手続の終結の決定を受けた者を除く。 

 (2) 次のいずれかの資格を有する者であること。 

  ア 平成２８・２９・３０年度の国の競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」で、 

   Ａ,Ｂ,Ｃ又はＤの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有し大阪府内に本・支店 

   又は営業所を有する者 

  イ 平成２９・３０年度の大阪府、又は大阪市の委託役務関係（建物等各種施設管理）の競 

   争入札参加資格を有する者 

  ウ 契約行為者との間において、本調達案件に係る契約実績を有する者であること。 
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 (3) 各省各庁等から、指名停止等を受けていない者であること。 

 (4) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行 

  が確保される者であること。 

 (5) 警備業法第４条に基づく警備業の認定を受けている者であり、平成３０年度において、警 

  備業法第２条第１項第２号に規定する警備実績を有する者であること。 

 (6) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国発注 

  業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 (7) 下記４ (1)の入札説明会に参加した者 

３ 契約条項を示す場所 

   大阪市鶴見区鶴見４丁目５番９号 

   公益財団法人 大阪タクシーセンター 総務課 

   電話：０６（６９３３）-５６１１  ファックス：０６（６９３３）-５６１２ 

４ 入 札  

 (1) 入札説明会 

  ア 日時 平成３０年１２月１８日（火） １４時 

  イ 場所 大阪市鶴見区鶴見４丁目５番９号 

       公益財団法人大阪タクシーセンター ３階会議室 

 (2) 入札書の受付 

  ア 平成３１年 １月１７日（木）９時から１７時まで、同年 １月１８日（金）９時 

   から１１時までに入札説明書に記載する「様式１」等に所要の事項を記載の上、添付 

   書類を添えて上記３に提出すること。 

  イ 入札説明書、仕様書等については、上記(1)入札説明会の場において配付する。 

 (3) 開札 

  ア 日時 平成３１年 １月１８日（金）１１時 

  イ 場所 上記(1)に記載する場所 

５ その他  

 (1) 入札、契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約保証金 免除 

 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違 

  反した入札は無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否 要 

 (5) 入札方法 総価で行う。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金 

  額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、 

  その端数を切り捨てた金額とする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課 

  税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の１０８分の１００に相当 

  する金額を入札書に記載すること。 

 (6) 詳細は入札説明書による。 

 


